
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報シートの内容を参考に
救急隊員や医療関係者な
どが救急医療活動を行いま
す。 

 

駆けつけた救急隊がシールを目印に 

情報シートを取り出します。 

③搬送 

④病院 

 

⑤シートの返却 

 

氏 名 

①１１９番通報をします。 ②到着・シートの確認 

 

＜シールの貼り付け場所＞  

シールは、①玄関ドアと②冷蔵庫扉の２か所に貼ります。 

＜シートの保管場所＞ 

冷蔵庫の中に保管します。 

冷蔵庫扉外側の

見やすいところ 

１ 救急医療情報シートの使用方法 

２ 救急医療情報シートの保管場所、シールの貼付け場所 

白井市救急医療情報シート 

玄関ドア内側の

見やすいところ 

自宅等へ戻る際、シート

は本人に返却されます。 

 

 

 

 

分かりやすい場所

に入れる。 

病院から必要時、在宅医

療・在宅介護関係者に、連

絡をします。 



 

 

① 救急医療情報シート 

 

② お薬手帳（写）、またはお薬の説明書 

 

 

 

 

① 玄関ドアの内側にシールが貼られている場合は、本人及びご家族の同意を得る

ことなく、救急隊が冷蔵庫を開けて、救急医療情報シートを取り出すことがありま

す。 

 

② 救急医療情報シートは、救急隊が救急活動に必要と判断した場合に活用します。

そのため、救急医療情報シートの保持者であることが分かっている場合でも、そ

の症状によっては活用されない場合があります。 

 

③ 救急活動において、搬送先の医療機関を決める場合、本人の状態によっては、

救急医療情報シートに記載された「かかりつけ医療機関」に搬送されない場合が

あります。 

 

④ 救急搬送された高齢者等への支援を速やかに行うため、搬送時情報を消防・市

役所・医療機関・ケアマネジャー等関係者で共有する場合があります。 

 

⑤ 救急医療情報シートは、各個人で管理・保管をお願いします。また、救急医療情

報シートの内容に変更がある場合は朱書きし、その日付を記入してください。  

 

 

３ 救急医療情報キットに入れるもの 

＜問い合わせ先＞  〒270-1492  白井市復１１２３     

白井市役所 高齢者福祉課    ℡ ０４７－４９７－３４８４ 

障害福祉課      ℡ ０４７－４９７－３４８３ 

 

 
４ 救急医療情報の利用にあたって、以下の点をご了承ください。 


